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茨木市重層的支援体制整備事業について 

 

１ 重層的支援体制整備事業創設の背景 

＜これまでの福祉制度＞ 

(1) 分野別（属性別）  障害、子ども、高齢者など 

(2) 生活上のリスク別  介護、生活困窮、虐待など 

＜現状＞ 

社会状況の変化等による新たな課題 

(1) 制度の狭間       30～50歳代への支援不足など 

(2) 世帯の複合課題     8050問題、ダブルケアなど 

(3) 自ら相談に繋がれない  セルフネグレクト、単身世帯の増加など 

複雑化・複合化した課題に対応できる『地域共生社会』の推進を目的に、社会福

祉法を改正(令和３年４月１日施行) 

 

２ 重層的支援体制整備事業の位置づけ 

根拠法令  社会福祉法第106条の４ 

実施主体  市 

一体的実施 包括的相談支援、参加支援、地域づくり支援 

重層的支援体制整備事業は、３つの支援を包含する『すべての地域住民を対象と

した包括的支援の体制整備を行う事業』と位置づけ。 

 

３ 総合保健福祉計画との関係性 

介護、障害、子ども・子育て等の法定計画や茨木市社会福祉協議会が策定する『地

域福祉活動計画』との整合性や連携を図りながら、一体的に重層的支援体制整備事

業を実施 

 

４ 事業内容 

① 属性を問わない相談支援（包括的相談支援） 

② 要支援者が社会とつながりを作るための支援（参加支援） 

③ 住民同士の関係性を育む支援（地域づくり支援） 

＋ 

①～③を効率的に機能させるための機能強化 

④ 支援機関の役割の明確化（多機関協働） 

⑤ 潜在的なニーズの発見や要支援者との信頼構築のための訪問支援 

（アウトリーチ等を通じた継続的支援） 
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社会福祉法第 106条の４第２項 

 機能 既存制度の対象事業等 

第
１
号 

イ 

相談支援 

【介護】地域包括支援センターの運営 

ロ 【障害】障害者相談支援事業 

ハ 【子ども】利用者支援事業 

ニ 【困窮】自立相談支援事業 

第２号 

参加支援 

社会とのつながりを回復するため、既存の取組で

は対応できない狭間のニーズについて、就労支援

や見守り等居住支援などを提供 

新規 

第
３
号 

イ 

地域づくりに向けた支援 

【介護】一般介護予防事業のうち厚生労働大

臣が定めるもの（地域介護予防活動支援事

業） 

ロ 【介護】生活支援体制整備事業 

ハ 【障害】地域活動支援センター事業 

ニ 【困窮】生活困窮者の共助の基盤づくり事業 

第４号 
アウトリーチ等を通じた継続的支援 

訪問等により継続的に繋がり続ける機能 
新規 

第５号 
多機関協働 

世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能 
新規 

第６号 支援プランの作成(※) 新規 

(※)支援プランの作成は、多機関協働と一体的に実施。 

（厚生労働省社会・援護局地域共生社会推進室「重層的支援体制整備事業の実施について（実務等）」より抜粋） 

 

５ 重層的支援体制整備事業実施のスケジュール 

令和５年６月頃 重層的支援体制整備事業プレ事業開始 

  ９月頃  重層的支援体制整備事業プレ事業評価・検証 

   10月頃  厚生労働省又は大阪府より、次年度実施意向調査（予定） 

 ６年３月  『茨木市重層的支援体制整備事業実施計画』策定 

 

６ プレ事業の実施内容  

 支援関係機関等との調整機能として、地区保健福祉センターを多機関協働事業

に位置づけ。 

 センターにおいて役割分担を図り、参加支援、地域づくり、アウトリーチ等を
通じた継続的支援と連携して、事案解決が図れる体制を整える。 

 参加支援事業は、地域づくり事業と連携した取組みができるよう進める。 

 アウトリーチ等継続的支援事業は、住民等の連携による潜在的なニーズの把握

と、要支援者との関係性構築の継続的な訪問支援を行う。 

※ １圏域でのモデル実施を想定 


